
1 ・主　　催 会津若松市スポーツ協会

2 ・共　　催 会津若松市教育委員会

2 ・主　　管 会津若松市ミニバスケットボール協会
会津若松市ミニバスケットボール保護者連合会

3 ・目　　的 （１）他チームとの交流を通して、スポーツ少年団員の健全育成を図る。
（２）本大会に参加・観戦することにより、ミニバスケットボール技術の向上を図る。
（３）本大会に参加・観戦することにより、ミニバスケットボールの底辺拡大を図る。

4 ・期日・日程・会場
２０２６年１月３１日(土） ２０２６年２月１日(日）
    あいづ総合体育館　     河東総合体育館　

午前  　7：30　開　　　場 午前  　7：30　開　　　場
午前  　9：00　競技開始 午前  　9：00　競技開始

開会式・閉会式は行わない。表彰式のみ対象チームで行う。

5 ・競技方法 トーナメント戦による優勝決定戦方式
３位決定戦・交流戦を行う。

6 ・参加資格 コーチ・アシスタントコーチ・マネージャー・アシスタントマネージャー各１名、
選手１５名をもって合計１９名で構成する。（スポ少保険に加盟している事）
１０人未満8人以上のチームの参加を可とする。
また、8名未満のチームの合同チームでの参加を可とする。この場合は大会本部へ申し出
ること。

7 ・参加申込み 参加申し込みは、別紙参加申し込み書により下記のとおり申し込むこと。不参加の場合も連絡
すること。

申込先 市ミニバスケットボール協会競技委員長　田村　了

　　携帯　080-5568-3760

（eメールのみ受付） eメール：　aizumisato_basketkyokai@yahoo.co.jp

申し込み期日　　令和8年１月16日（金）必着のこと。

参加料 無料

9 ・審判及びテーブルオフィシャル
参加チーム及び帯同審判、会津若松市ミニバスケットボール協会により行う。

10 ・競技規則 日本バスケットボール協会制定ミニバスケットボール競技規則による外、下記による。
①３ポイントシュートを認めるものとする。

10人未満8人以上での参加のチームは、第４クウｵーターの選手登録時点で登録人数出場させる
こと。
③ディフェンスは、マンツーマンディフェンスのみとする（ゾーンディフェンス禁止）。
④ショットクロックは、24秒ルールを適用する。

②メンバーチェンジは何度でも認めるが第４クウｵーターの選手登録時点で10名以上出場させるこ
と。（一人の選手が１・２・３・４クウｵーターの連続出場は出来ない。ただし３クウｵーター連続の出場
はできる。交代で、あるクウｵーターに出場しても１つのクウｵーターに出場したものとなる。）
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11 ・表　　彰 男女とも１位のチームにトロフィー（持ち回り）、３位までのチームに賞状を授与する
また、男女５名づつ優秀選手賞を贈る。

12 ・組み合わせ 事務局の責任で組み合わせを決定する。

13 ・その他 ユニホームの色は、チーム場号の小さい方を白とします。
Ｔシャツ・アンダーガーメント等の着用は許可するが、ユニホームの色と同系色であること
と、着用者全員が同じ色であることとする。

大会準備； ２０２６年１月３０日（金）午後7時より行いますので、協会加盟各チーム
３名以上の協力をお願します。
２０２６年２月１日（日）午前7時30分より行いますので、2日目進出チーム
３名以上の協力をお願します。

後片付け；　大会1日目は最終ゲームの対戦チーム及びT.Oチームで行います。
大会2日目は表彰対象男女各4チームで行います。

2日目駐車場
大会2日目は、羅羅屋さん駐車場をお借りしております。社屋裏側駐車場を
ご利用できます。マナーを守ってご利用ください。


